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①災害対策本部が設置されるような大地震等に
より、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、

②要請を受けた被災宅地危険度判定士が、
被災した宅地の危険度判定を実施し、

③被害の状況を迅速かつ的確に把握することに
より、

被災した宅地の二次災害の軽減・防止
住民の安全を確保することを目的
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①地震により被災した建築物について、

②余震等による倒壊の危険性並びに建築物の
部分等の落下あるいは転倒の危険性を、
できる限り速やかに判定し、

③その結果に基づいて、恒久的復旧までの間に
おける被災建築物の使用にあたっての危険性
を情報提供することにより、

被災の人命に係わる二次的災害を防止
5

判
定
の
概
要

判
定
士
登
録

判
定
実
施
要
綱

制
度
概
要

宅地造成及び特定盛土等規制法第２条第１号
に規定する宅地
農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他

公共の用に供されている土地以外の土地

のうち以下のいずれか

① 住居である建築物の敷地

② 危険度判定実施本部長が危険度判定の
必要を認める建築物等の敷地

③ ①及び②に被害を及ぼすおそれのある土地
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①被災した市町村又は都道府県の要請により、
宅地の二次災害の危険度の判定を行う技術者

②主に土木、建築等の技術者で、一定の
専門技術資格・経験を有し、

③都道府県が実施する「被災宅地危険度判定士
講習会」を受講した後に登録した者
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平成 ９年５月 被災宅地危険度判定連絡協議会が設立

平成１５年度～ 各都道府県で判定士の登録事務開始

平成１９年度～ 石川県において、登録事務開始

石川県登録の判定士数

３２５名

25～29歳

3% 30～34歳

7%

35～39歳

8%

40～44歳

9%

45～49歳

17%
50～54歳

20%

55～59歳

13%

60～64歳

10%

65歳～

13%

３９歳以下
全体の１8.0％
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平成７年阪神・淡路大震災での宅地災害を教訓

被災宅地危険度判定活動をより円滑かつ適切
に実施するために、都道府県、政令指定都市等
を会員とし、平成９年５月に創設された協議会

本協議会では、大規模災害時に宅地の危険度
を迅速かつ的確に判定するため
・判定方法の改善
・会員相互の支援に関しての調整
・判定における実施体制の整備 などを推進
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（平成19年6月 1日施行）
(令和 5年5月26日改正）

第１条（目的）

第２条（用語の定義）

第３条（県の役割）

第４条（市町の役割）

第５条（宅地判定士の役割）

第６条（被災宅地危険度判定の実施）

第７条（判定結果の表示等）

第８条（資機材の調達及び備蓄）

第９条（他の都道府県に対する支援要請）

第１０条（他の都道府県に対する支援）

第１１条（委任）

第１２条（所管課） 11
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第３条 【県の役割】

市町及び関係団体と協議し、調整に努める。

被災宅地危険度判定に関する講習会を開催し、
宅地判定士の養成に努める。

宅地判定士の登録及び更新に関する事務

国、他の都道府県及び関係団体等と連携し、
危険度判定の円滑な実施のための体制整備を
はかる。

被災宅地危険度判定について、住民に周知する
ため必要な措置を講ずる。
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第４条 【市町の役割】

被災宅地危険度判定の実施に関する事項
について、県と協議し、調整に努める。

被災宅地危険度判定の円滑な実施のため、
体制の整備。

被災宅地危険度判定について、
住民に周知するため必要な処置を講ずる。
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第５条 【宅地判定士の役割】

常に被災宅地危険度判定士に関する知識
の習熟に努める。

被災宅地危険度判定の円滑な実施のため、
県及び市が行う体制整備に協力するよう努
める。
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第６条 【被災宅地判定の実施】

市町長は、対象となる区域及び宅地を定める。

市町長は、実施のための支援を知事に要請。

知事は、宅地危険度判定士に要請、
必要な支援を講ずる。

市町長は、宅地判定士の協力のもと、
被災宅地危険度判定を実施する。
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第９条 【他の都道府県に対する支援要請】

知事は、市町からの支援要請を受けた場合、
国土交通省又は他の都道府県等に対し、
危険度判定の実施のための支援要請をする
ことができる。

第１０条 【他の都道府県に対する支援】

他の都道府県から、危険度判定の実施の
ための支援要請を受けた場合、宅地判定士
の派遣等、支援措置を講ずる。
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（平成19年6月 1日施行）
（令和 5年5月26日改正）

第１条（趣旨）

第２条（用語の定義）

第３条（登録）

第４条（他都道府県の登録者等）

第５条（登録証の交付）

第６条（申請事項の変更）

第７条（登録の更新）

第８条（登録証の再交付）

第９条（登録の辞退等）

第１０条（登録講習）

第１１条（宅地判定士名簿）

第１２条（実施細目） 19
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第３条 【登録】

県内に在住または勤務

 一定の実務経験等を有する者

第３条第１項第１号…宅地造成及び特定盛土等規制法施行令

第22条各号
〃 〃 第２号…国又は地方公共団体の職員で土木･建築・

宅地開発に関する技術に関して3年以上の
実務経験

〃 〃 第３号…国又は地方公共団体の職員で土木・建築・
宅地開発に関して１０年以上の実務経験を
有し、知事が認めた者

知事が実施する養成講習会を受講し、登録認定
を受けた土木・建築等の技術者

※登録の有効期間は、登録を受けた日から5年後の応答日の属する年度の末日まで20
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第５条 【登録証の交付】

一定の資格要件を有する者は、知事に登録を申請

知事は、被災宅地危険度判定士名簿に登録し、
被災宅地危険度判定士登録証を交付
登録番号 ○○－○○○○○○○

被災宅地危険度判定士

登録証

氏名 ○○ ○○

住所 石川県○○○○

生年月日 ○年○月○日

上記の者は、被災宅地判定士として
登録されていることを証する。

年 月 日まで有効

年 月 日交付

石川県知事

【注意】

１ 被災宅地危険度判定士として、危険度判定活動に
従事するときは、必ずこの登録証を携帯してください。

２ この登録証は、他人に貸与し、又は譲渡すること
はできません

３ この登録証を紛失し、又は滅失したときは、すみ
やかに再交付を申請して下さい。

４ 登録の更新には、有効期限満了までに被災宅地危
険度判定士登録更新申請書を知事に提出する必要が
あります。

【被災宅地危険度判定士についての問い合わせ先】

石川県土木部建築住宅課 TEL(076)225-1778

（表面） （裏面）

（
（
顔
写
真）
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登録番号
 判定士の所属・資格要件等を明らかにするため全国一律に統一。

 認定登録番号は、９個の英数字で表すこととし、
左から２文字目と３文字目の間は、－（ハイフン）で結ぶ。
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第６条 【申請事項の変更】

登録事項に変更がある場合は、知事に届出

・氏名
・居住地の住所及び電話番号
・勤務先の名称、所属部署、所在地及び
電話番号

知事は、届出があった場合は、
被災宅地危険度判定士名簿を修正
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第７条 【登録の更新】

登録の更新を受けようとする者は、有効期間
の終了までに、知事に申請

◎必要書類等
・登録更新申請書（様式５）
・現に有効な登録証
・写真（申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、

正面、上半身、無背景の縦３㎝×横２㎝）

知事は、届出があった場合は、
被災宅地危険度判定士名簿を修正
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判定士を含む３人程度で１組

客観的な基準により、目視できる範囲の箇所
について被害状況を調査

調査結果をもとに危険度を判定

その他、危険と思われる宅地には立ち入らな
いで調査することもある。
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①被害状況確認（擁壁）

全体の被害状況を把握しながら、

宅地の平面図、被害箇所の断面図
を調査票に記載していきます。

②被害状況確認（宅盤）

宅地に亀裂がないか等調査し、
宅地全体の被害状況を把握して
いきます。
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③被害状況の詳細調査

各被害状況の詳細（亀裂の幅、
傾き状況等）を調査し、被害程度
に応じて点数をつけていき、各宅
地の被害程度を点数化していき
ます。

④調査結果の掲示

宅地所有者や近隣住民が
余震による二次災害にあわないよう、
各宅地の被害点数に応じて、
結果票を目立つ箇所に掲示し、
宅地の状況を周知します。
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３種類のステッカーを宅地の見やすい場所に表示
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